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指
定
番
号

種
別

名

称

発

行

者

(

製
作
者)

名

該
当
条
項

�����

ザ
・
ベ
ス
ト
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｚ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

二
月
号

一
四
〇
〇
三
―
二

�����

ボ
ン
バ
ー

二
月
号

〇
八
五
一
三
―
〇
二

Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ

�����

ト
ッ
プ
・
ス
ピ
ー
ド

二
月
号

〇
六
八
三
七
―
〇
二

サ
ン
出
版

�����

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
微
熱

二
月
号

〇
九
六
六
三
―
二

セ
ブ
ン
新
社

����	

Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｈ

二
月
号

〇
三
七
九
七
―
二

����


Ｄ
ｒ

ピ
カ
ソ

二
月
号

〇
六
六
三
五
―
二

バ
ウ
ハ
ウ
ス

�����
書
籍

コ
ミ
ッ
ク
ま
ぁ
る
ま
ん

二
月
号

一
三
七
〇
一
―
二

ぶ
ん
か
社

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

第
二
千
百
二
十
六
号
平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日

(

水
曜
日)

�



� �

青
森
県
告
示
第
三
十
四
号

公
有
水
面
埋
立
法

(
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五

年
一
月
十
五
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

木
村
守
男

二

埋
立
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
瀬
辺
地
字
田
浦
三
三
六
の
四
一
か
ら
六
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑩
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑩
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
瀬
辺
地
字
田
浦
三
四
〇
に
設
置
さ
れ
た
三
等
三
角
点

(

瀬

辺
地)

(

北
緯
四
一
度
〇
分
四
一
秒
、
東
経
一
四
〇
度
三
四
分
五
二
秒)

か
ら
一

二
六
度
二
五
分
四
一
六
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
八
〇
度
五
五
分
二
五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
七
〇
度
五
四
分
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
八
〇
度
五
四
分
一
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
七
〇
度
五
四
分
八
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
六
〇
度
五
四
分
一
二
二
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
一
八
度
二
四
分
一
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
九
度
五
七
分
二
一
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
三
五
〇
度
二
一
分
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
一
一
度
三
六
分
四
二
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
五
、
〇
〇
三
・
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
瀬
辺
地
字
田
浦
三
三
六
の
四
一
か
ら
九
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
�
の
地
点
か
ら
�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
�
の
地
点
と
�
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
瀬
辺
地
字
田
浦
三
四
〇
に
設
置
さ
れ
た
三
等
三
角
点

(

瀬

辺
地)

(

北
緯
四
一
度
〇
分
四
一
秒
、
東
経
一
四
〇
度
三
四
分
五
二
秒)

か
ら
一

四
二
度
〇
二
分
三
三
九
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
八
〇
度
五
五
分
一
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
七
〇
度
五
四
分
一
六
五
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
六
〇
度
五
四
分
一
七
二
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

二
八
、
八
五
九
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
三
十
五
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
四

年
八
月
二
十
七
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
三
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
埋
立
地
の
用
途
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。
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マ
ガ
ジ
ン
・
ウ
ォ
ー

二
月
号

〇
八
三
九
七
―
〇
二

マ
ガ
ジ
ン
マ
ガ

ジ
ン

���	


コ
ミ
ッ
ク
快
楽
天

二
月
号

一
三
八
七
七
―
二

ワ
ニ
マ
ガ
ジ
ン

社
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な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
平
内
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
小
湊
六
三

平
内
町

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
小
湊
六
三

平
内
町
長

逢
坂
雄
一

二

用
途
の
変
更
に
係
る
埋
立
地
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積

１

位
置

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
土
屋
字
鍵
懸
四
九
の
九
か
ら
五
〇
の
二
一
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑱
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
一
年

の
春
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル)
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸

地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

Ａ
の
地
点

四
等
三
角
点
ト
ン
ネ
ル

(

北
緯
四
〇
度
五
四
分
〇
〇
秒
六
八
〇
、
東
経
一
四
〇
度

五
二
分
〇
二
秒
五
九
二)

か
ら
三
八
度
一
七
分
四
六
秒
九
二
、
七
六
三
・
二
四
メ
ー

ト
ル
の
地
点

①
の
地
点

Ａ
の
地
点

(

原
点

北
緯
四
〇
度
五
四
分
二
〇
秒
一
六
、
東
経
一
四
〇
度
五
二
分

二
二
秒
七
三)

か
ら
二
一
六
度
三
〇
分
四
〇
秒
一
九
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
一
六
度
三
三
分
五
四
秒
一
五
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
九
六
度
二
三
分
二
二
秒
三
五
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
〇
二
分
四
三
秒
七
八
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
〇
四
度
三
七
分
二
五
秒
二
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
九
四
度
四
六
分
三
一
秒
一
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
一
〇
度
〇
八
分
二
九
秒
三
五
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
一
六
度
五
二
分
一
二
秒
三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
一
四
分
一
一
秒
一
七
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
三
〇
六
度
五
二
分
一
二
秒
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
三
五
二
度
三
六
分
〇
二
秒
七
七
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
一
〇
八
度
二
六
分
〇
六
秒
六
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
六
三
度
二
六
分
〇
六
秒
六
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
四
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
八
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
三
九
度
〇
五
分
三
八
秒
四
一
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら
三
五
度
一
三
分
〇
三
秒
四
一
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点

⑯
の
地
点
か
ら
三
三
度
四
一
分
二
四
秒
二
一
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら
二
八
度
〇
四
分
二
一
秒
三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

八
、
九
二
〇
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

三

用
途
の
変
更
の
内
容

埋
立
地
の
用
途
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

史
跡
公
園
及
び
分
譲
地

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
一
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
き
ら
き
ら
ひ
か
る
弘
前

三

代
表
者
の
氏
名

青 森 県 報������	
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下
山

裕
二

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
藤
野
二
丁
目
六
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
介
護
保
険
法
に
依
る
要
支
援
、
要
介
護
者

(

以
下

｢

要
介
護
者｣

と
い
う
。)

に
対
し
て
、
同
法
に
依
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
介
護
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
要
介
護
者

の
自
立
と
支
援
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
福
祉
の
向
上
と
社
会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
一
月
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
ん
ま
や
明
る
い
村
づ
く
り
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

伊
藤

武
廣

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
六
條
間
二
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
産
業
の
活
性
化
を
通
じ
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
支

援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
住
民
が
自
信
と
誇
り
を
持
っ
て
住
め
る
地
域
の
創
造
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
よ
る
適
合
証
の
交
付
の
公
表

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例

(

平
成
十
年
十
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
適
合
証
を
交
付
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア
サ
ヒ
三
沢
店

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
九
四
の
二
四
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
横
浜
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
灰
沼
字
岩
井
四
六
の
三
四

代
表
取
締
役

松
山
稔

三

三
沢
市
の
意
見
の
概
要

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア
サ
ヒ
三
沢
店
の
出
店
場
所
は
、
市
道
岡
三
沢
下
田
線
と
市
道
深
谷
上
久

保
線
の
Ｔ
字
交
差
点
の
角
地
に
あ
り
、
三
沢
市
内
で
も
通
過
車
両
が
最
も
多
い
場
所
で
あ
り
ま
す
。

店
舗
へ
の
出
入
口
が
交
差
点
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
に
売
出
し
期
間
等
は
店
へ
の
出

入
り
に
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
駐
車
場
出
入
口
に
人
員
を
配
置
し
、
通
行
車
両
に
支
障

が
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

四

三
沢
市
商
工
会
の
意
見
の
概
要
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１

交
通
対
策
に
つ
い
て

当
該
店
舗
の
出
店
計
画
地
で
あ
る
市
道
岡
三
沢
下
田
線
は
、
市
内
の
幹
線
道
路
の
中
で
最
も

通
過
車
両
が
多
く
、
当
会
が
実
施
し
て
い
る
交
通
量
調
査
に
よ
る
と
、
平
日
で
一
一
、
一
四
二

台
(

一
時
間
平
均
一
、
一
一
四
台)

、
休
日
で
は
一
〇
、
五
九
八
台

(

一
時
間
平
均
一
、
〇
五

九
台)
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
朝
夕
の
通
勤
時
間
帯
に
は
交
通
渋
滞
が
著
し
い
状
況
に
あ
る
。

ま
た
、
交
差
す
る
市
道
深
谷
上
久
保
線
に
つ
い
て
も
、
近
年
は
幹
線
道
路
と
し
て
交
通
量
が

増
加
傾
向
に
あ
る
。

よ
っ
て
、
今
以
上
周
辺
道
路
の
交
通
渋
滞
を
引
き
起
こ
さ
な
い
た
め
次
の
よ
う
な
対
策
を
講

じ
ら
れ
た
い
。

�

出
店
者
に
お
い
て
も
交
通
量
調
査
を
行
い
、
そ
の
数
値
に
基
づ
く
的
確
な
交
通
対
策
が
必

要
で
あ
る
。

�

計
画
地
が
幹
線
道
路
の
交
差
点
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
通
過
車
両
と
来
店
車

両
の
入
出
庫
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
渋
滞
が
著
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
警
備
員
を
適
切
に
配
置
し
周
辺
道
路
の
交
通
の
円
滑
化
に
十
分
な
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

�

当
該
道
路
は
、
児
童
生
徒
の
通
学
路
に
な
っ
て
お
り
、
下
校
時
間
に
は
人
身
事
故
の
発
生

が
懸
念
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
下
校
時
刻
は
買
い
物
客
も
集
中
す
る
時
間
帯
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
警
備

員
の
適
切
な
配
置
に
よ
る
交
通
事
故
防
止
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

�

入
店
車
両
が
事
前
に
出
入
口
の
確
認
が
で
き
る
よ
う
、
誘
導
看
板
等
を
設
置
す
る
な
ど
の

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

�

駐
車
場
の
出
入
口
が
交
差
点
に
近
い
こ
と
か
ら
、
入
店
車
両
の
停
車
に
と
も
な
っ
て
、
後

続
車
両
の
渋
滞
が
予
想
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
警
察
署
と
も
十
分
協
議
の
上
、
入
出
店
口
を
交
差
点
か
ら
遠
ざ
け
る
な
ど
の
対

策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

２

駐
車
台
数
に
つ
い
て

出
店
説
明
会
で
は
、
従
業
員
を
二
五
名
程
度
採
用
す
る
予
定
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
っ
た

が
、
従
業
員
用
の
駐
車
台
数
は
一
二
台
と
な
っ
て
お
り
、
駐
車
場
が
不
足
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。

ま
た
、
計
画
図
面
に
は
搬
入
業
者
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
や
搬
入
待
ち
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
さ
れ
て

い
な
い
。

よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

�

従
業
員
の
駐
車
場
に
つ
い
て
は
別
の
場
所
に
駐
車
場
を
確
保
す
る
か
、
確
保
で
き
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
駐
車
場
の
予
測
台
数
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
来
店
者
の
駐
車
場
を
確
保
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

�

搬
入
業
者
の
駐
車
・
搬
入
待
ち
ス
ペ
ー
ス
を
適
切
に
確
保
し
、
路
上
待
ち
し
て
周
辺
交
通

の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

３

そ
の
他

出
店
計
画
地
の
周
辺
は
、
農
業
振
興
地
域
で
優
良
農
地
と
な
っ
て
お
り
、
雨
天
な
ど
の
場
合

に
は
、
そ
の
農
地
に
駐
車
車
両
か
ら
の
排
出
油
が
流
れ
込
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

ま
た
、
農
業
者
が
農
薬
散
布
や
堆
肥
等
の
散
布
を
し
た
際
に
、
来
店
し
た
方
か
ら
迷
惑
農
家

と
し
て
悪
評
を
受
け
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

�

駐
車
車
両
か
ら
流
れ
出
し
た
排
出
油
や
雨
水
が
、
農
地
に
流
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
十

分
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

�

周
辺
農
家
が
行
う
農
薬
散
布
や
堆
肥
散
布
等
の
営
農
活
動
に
対
し
て
、
来
店
者
か
ら
苦
情

が
出
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
出
店
者
の
責
任
に
お
い
て
十
分
な
対
策
を
講
じ
て
い
た
だ
き

た
い
。

�

当
該
店
舗
に
来
店
さ
れ
た
お
客
様
が
出
し
た
ビ
ニ
ー
ル
袋
や
空
き
缶
な
ど
の
ゴ
ミ
の
飛
散

が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
周
辺
の
農
家
の
営
農
に
支
障
を
来
た
さ
な
い
よ
う
、
万
全
の
対

策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
三
沢
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
三
沢
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

弘
前
駅
前
地
区
再
開
発
ビ
ル

弘
前
市
大
字
大
町
三
丁
目
二
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
弘
前
再
開
発
ビ
ル

弘
前
市
大
字
大
町
三
丁
目
二
の
一

代
表
取
締
役

對
馬
宏
制

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則

(

平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

(

第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条)

｣

を｢
(

第
二
十
二
条
―
第
二
十
三
条
の
二)

｣

に
、

｢
(

第
三
十
一
条
―
第
四
十
二
条)

｣

を

｢
(

第
三
十
一
条
―
第
四
十
二
条
の
四)

｣

に
、｢

(

第

四
十
三
条
・
第
四
十
四
条)

｣

を

｢
(

第
四
十
三
条
―
第
四
十
五
条)

｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中

｢

公
安
委
員
会｣

の
下
に

｢
(

指
定
講
習
機
関

(

法
第
百
八
条
の
四
第
一

項
の
指
定
講
習
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

が
行
う
講
習
に
あ
っ
て
は
、
指
定
講
習
機
関
。
以
下

次
項
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中

｢
(

免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同
条

第
二
項
中

｢

初
心
運
転
者
講
習
終
了
証
明
書｣

を

｢

初
心
運
転
者
講
習
終
了
証
書｣

に
改
め
る
。

第
九
章
中
第
四
十
二
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

指
定
講
習
機
関
指
定
申
請
書
等)

第
四
十
二
条
の
四

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

に
規
定
す
る
申
請
、
届
出
等
に
係
る
書
類
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
一
項
の
申
請
書

指
定
講
習
機
関
指
定
申
請
書

(

別
記
様
式
第
三
十
八
号)

二

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
届
出

公
示
事
項
等
変
更
届

(

別
記
様
式
第
三
十
九
号)

三

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
第
九
条
第
一
項
の
申
請
書

講
習
業
務
規
程
認
可
申
請
書

(

別
記
様
式
第
四
十
号)

四

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
第
九
条
第
二
項
の
申
請
書

講
習
業
務
規
程
変
更
認
可
申
請

書

(

別
記
様
式
第
四
十
一
号)

五

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
申
請
書

講
習
の
休
廃
止
の
許
可
申
請

書

(

別
記
様
式
第
四
十
二
号)

第
四
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

運
転
免
許
取
得
者
教
育
認
定
申
請
書
等)

第
四
十
四
条

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
四
号)

に
規
定
す
る
申
請
書
及
び
届
出
に
係
る
書
類
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

一

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
五
条
の
申
請
書

運
転
免
許
取
得
者
教
育

認
定
申
請
書

(
別
記
様
式
第
四
十
三
号)

二

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
七
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
届
出

公
示

事
項
等
変
更
届

(

別
記
様
式
第
四
十
四
号)

青 森 県 報平成15年１月22日 水曜日 第2126号 �� �



� �

別
記
様
式
第
二
十
四
号
及
び
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報������	

� �� 第2126号�� �



� �

別
記
様
式
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成15年１月22日 水曜日 第2126号 �� �



� �

別
記
様
式
第
三
十
八
号
を
別
記
様
式
第
四
十
三
号
と
し
、
別
記
様
式
第
三
十
七
号
の
三
の
次
に
次

の
五
様
式
を
加
え
る
。

青 森 県 報������	

� �� 第2126号�� �
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� �

別
記
様
式
第
四
十
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

青 森 県 報������	

� �� 第2126号��� �



(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

正

誤

団
体
経
営
改
善
課

青 森 県 報平成15年１月22日 水曜日 第2126号 ��� �

平
成
��

･

�･

��

号
外
第
三
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

規

則

区

分

第
一
号

番

号

正 誤 正
誤
の
別

�� � �

ペ
ー
ジ

上 上 上 段

� �� ��
行

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内

容


